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東北地方太平洋沖地震に係る被災地方公共団体に対する人的支援にっいて

東 北地方太平洋沖地震 による被災地への人的支援 については、既 に各地方公共団体

において積極的な対応 を していただいているところですが、今後の被災者 の生活支援

や被災地の復 旧に対応す るために、今後 とも支援が必要 と思われ るところです。
つ きま しては、各地方公共団体においては、今後 とも、職員の派遣にっいて、格別

の ご支援、ご協力をお願い します。

職員を派遣す る場合の取扱いにつきま しては、既に多 くの場合、短期の職務命令 に

よる派遣の扱い(公 務出張)が とられているところです が、当部 としても、このよう

な対応 は適当 と考えてお ります。

また・肪 公姻 体の被災繊 ↑の応援に要する繊 につきましては1特 別交付税

措置 を講 じることとしてお りますので申 し添えます。

なお、今後、中長期 にわたって職員を派遣する場合には、地方 自治法第252条 の

17に 規定す る職員の派遣によることが適 当で あると考 えてお りますので、併せて申

し添 えます。

あわせて、貴都道府県内の市区町村に対 してもこの旨伝達 していただ くようお願い

します。
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